


要約:胎児奇形のスクリーニングとしては,

1)妊娠 10 週～12 週に経膣超音波で頭部・腹部・脊柱・四肢の奇形スクリーニング,在胎

週数の確認

2)妊娠 20 週～22 週に同様のスクリ一二ングに加え,できれば心四腔断面を行う。

3)妊娠 30 週前後には羊水過多症や胃,腸，腎尿路系の観察,心四腔断面の観察,子宮内胎児

発育遅延,胎盤位置の診断。

4)妊娠 36 週前後に 3)の観察を行う。

5)妊娠 16 週前後の母体α一フェトプロテイン測定も考慮する。

超音波診断の術者はスクリーニング能力に秀れている者(必ずしも経験年数と相関しない)

があたるよう勤務配置を考慮する。


